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自転車を含お

車両が対象です

(路線パスは除く)
I

◎
i!Iヽ 十

|:メ学孝■■ 荷古ばきや

乗降スペTスが
新たにできます

歩行者や自転車も

マナーを

守りましょう

冊

一方通行する区間

綱島街道

1甘

'f i ti:|:111「
荷さばき,乗降スペース 一方通行の対象道路

日吉のまちづくり

中

甘

日吉駅西口かもつと歩きやすくなります!
日吉駅

路線バスは

相互通行のまま

曽遍部通り 撲銀通り

ロータリー 東急線日吉駅

■商H咀 港北区役所区政推進課企画調整係 0045-540-22290045-540-2227



令和7年度 市民活動グ〕レィプ・団体のための

第 1 多世代に活動の思いを伝えるコツ

2 0●

主催 。お問い合わせ

10:00‐12:00

И

孤

―
H

アドバイザー

入田 直子さん
元NHK「おはよう日本」リポーター

港北区役所4階 1号会議室

港北区大豆戸町26‐ 1

無料

50名 (応募多数の場合は抽選)

地域活動に関わるみなさん

こ_れが二活動と地塑二方も_人歓迎 l

申込みは
こちらから

締切2.5お
結果はメーんで通知

2月 10日 までに届かない

場合はこ連絡くたさい。

港北区区民活動支援センター

TEL/FAX 045‐ 540四2246区図ko‐centeredサ.yokohama.鼈jp
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14日寺～15 30分
(入場 :13時30分から)

静

。早稲 在学中に
ψ コン を主宰。

装′ ―マーとして活動。
NH

(NH MC、

福祉を学ぶ『フクチッチ』 (NHK Eテレ)秘書役など
メデイア出演。
全国自治体や企業、学校でジェンダーや自己肯定感に
関する講師も務める。
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①電子申請

二次元バーコードより

お申し込みください。

申 込 方 法

②メ…サレ・FAX

以下 3点を記載し、お送りください。

(1)お名前

(2)ご連絡先

(電話番号・メ…ルアドレス)

(3)その他連絡事項

(車いすでのご来庁、手話通訳のご利用、

一時保育の利用希望 など)

会 場 案 内

T222-0032
横浜市港北区大豆戸町26-1

(東急東横線 大倉山駅 徒歩 7分 )
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■
公共交通機関を

利用して

お越しください。

ヽ _サ

問い合わせ先 :港北区役所総務課
TEL:045-540-2206/FAX:045-540-2209

ko―somu@city.yokohama.lgjp



■ _ 令禾日7・ 8年

1201月号
“お互いに一声かけて見守りを!" 発行 :横浜市消費生活総合センター

「分電盤の無料点検をする」と突然来訪した事業者に、点検後

「漏電して火事になるかも」と言われ、不安になり20万円の
工事を契約してしまつた。高額なので解約したい。

(相談者 :80荊代女性)

分電盤や給湯器などの点検と称して電話や訪間をして
「すぐに交換しないと危険」などと言つて、不安をあおり

契約させる点検商法の相談が増力日しています。
「無料」や「定期」の点検と言われても、その場ですぐに

承諸せず家族などに相談し、慎重に判断しましょう。

～消費生活教室のお知らせ～ 【問合せ先】「消費生活教室」担当電話045-845‐5640
令和フ年12月 5日 (金)14:00～16:00 相続を「争続」にしないためにく予約制〉 神奈川区役所大会議室

令和フ年12月 12日 (金)13:30～15:30 インターネット被害にあわないために  泉区役所4ABC会議室

起換遣けりつもりJ頁甑壼衷E?
」測分

ヽl■i

電堅

速Kトラブル防止のポイント
図 突然訪間してきた点検は、インターホン越しに断る !

図 不安をあおられても、その場で契約しない !

□ 断つても帰らない場合は警察に通報 !

畿

′

桑 9

横浜市消費生活総合センター 相談事例など暮らしに役立つ情報満載|

田消費生活相談電話045‐845‐6666(I・ :;IIIκ l:|!!)

q検



スポーツや体のためになる講演と
港比高校ダンス部の
パフォーマンスが楽しめる i「 を

諾演会/

ベントだよ。
',′

港〕ヒ区スポーツシンポジウムは区民の普さんとスポーツについて考え、スポーツ
を通じて地域を活気づける「きっかけづくりの場」として開催していきます。

日時 令琴皿8年ZR'4日 (土),3:00～ !b:00

r部 令和7年度スポーV表彰/Z部
3部 港北高等学機げンス部発表会

港北公会堂 (港北区六豆戸町Zb一 打)

趨』ヒ匡
冗燃――V移移

内容

会場

定員  先者400名 (全席自由)

申込期間 令和7年
'2同

T日 (同 )～令和3坪 Z同う日(金 )

〔請演〕
肩こ呵・R要痛・膝腐にお悩許なら聞いてみ書せん殉l?

理学療法士が軟えるこ自分ででとるAE悩みを改善する運動7ログラム

理学療法士 塩田 真梁 氏
く略歴〉

2003年 理学療法士免許取得・横浜市スポーツ医科学センター入職以降、臨床業
務 口研究業務・教育業務・現場活動にて多数の選手・愛好家のサポー トを行う。
(資格〉

理学療法士、認定理学療法士 (スポーツ)、 修士 (保健医療学)など
く現場活動〉

U18、 U19 バスケットボール日本代表サポー トトレーナーなど

【申込方法】
① インターネットによる申込み
港北区スポーツシンポジウムで検索、もしくは右のORコードを読み込み、
本―ムページ内『申込みについて」をご確認のうえ、お申込み。
② FAXによる申込み
裏面の「参加申込書」に必要事項を記入のうえ、お申込み。
※定員になり次第締切りとさせていただきます。 ※当チランは港北区役所や港北区内の地区センター等に配架しています。
【主催】港北区スポーツ協会・港北区スポーツ推進委員連絡協議会

【後援】港北区役所

【協力】港北区連合町内会・港北区商店街・ (公財)横浜市スポーツ協会・明治安田生命保険相互会社・神奈川県立港北高等学校・

(本朱)シンコースポーツ

お問い合わせ

【イ窪しの内容に関すること】港Jヒ区スポーツ協会  (045-533-0865) ※火・木曜日10日寺～15日寺

【申込みに関すること】港北区役所地域振興課内 (045-540-2238) ※区役所開庁時間内



港北区区民フォーラム 無料映画上映会
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大泉 洋

高畑充希 三浦春馬
萩原聖人 渡辺真起子 宇野祥平 韓薬恵
竜 霞太 織戸智恵/佐藤浩市/原田美被子

③「こんな夜更けに′ヽナナかよ 愛しき実話」製作委員会

日口寺:20261年 1月 10日 (:上)13:45い,16:00(13:00開場 )
会場 :港北公会堂 (港北区大豆戸町26-1港北区役所となり)
定員 :先着300名 (事前申込不要 )
・車いす席、字幕あり
。港北区地域福祉保健計画「ひつとプラン港北」のグツズプレゼント
・作業所の物品販売あり

STORY
札幌で暮らす鹿野靖明 (大泉洋)は幼少から難病の筋ジストロフイーを患い、車いす生活。
体で動かせるのは首と手だけで、介助なしでは生きられないのに病院を飛び出し、ボランテイアたちと自立生活を

送つていた。夜中に突然「プ(ナナ食べたい」と言い出すワガママな彼に、医大生ボラの田中 (三浦春馬)は振り回
される日々。しかも恋人の美咲 (高畑充希)に一目ばれした鹿野から、代わりに憂の告白まで頼まれる始末 !

最初は面食らう美咲だが、鹿野やボラたちと共に時間を過ごす内に、自分に素直になること、夢を追うことの大切
きを知つていく。そんなある日、鹿野が突然倒れ、命の危機を迎えてしまう…。

問合せ :港北区福祉保健課le540… 2360)港北区社会福祉協議会(e547-2324 FAX 531‐ 9561)

H伸 :●コー竜 |こんとこ
='に
卜
'ナ
かと Byュ ●●●Bと ,F'ン ,■

'た
ちJ`質H=D

ど
多

，



▲
¶
ァ

７

１

3

"



l

)らデtt

0 00

0

0

0
0 0 0

翻

区番ヽエ
ア 翼L

策喜■寺琴援護者支援事業
地域のつ十,‐ がし,が、空「■tつ くる

,まとめに

過去の大規模災害では、高齢者や障害者などの自力で避難することが難 しい人 (災害時要援

護者という)が多く犠牲になりました。その一方、倒壊 した建物などに閉じ込められた多くの

人が、地域の『共助』『助け合い』により救出されました。

港北区では、災害時要援護者支援事業の取組を通して、地域における「顔の見える関係づくり」

や「支え合いの体制づくり」等により、被害奄最小限に抑えるための取組を進めています。



¬

費害1寺事援護者支援事業って

どういった事業?

白う台会町内会での取組

災害発生時、特に発災直後は、『公助 (行政による援助)』 が機能するまでは、『自助』や地

域で助け合う『共助』が果たす役割が大きいことが報告されています。災害時、自力での避難

が困難な人々 (以下、災害時要援護者)の安否確認等の取組に備えるには、日頃からの地域と
要援護者との間での関係づくりを進めることが大切です。

災害時要援護者支援事業は、災害発生時に、高齢者や障害者等の要援護者を地域全体で支援

できるように、日頃から見守りや声かけなどによる「顔の見える関係づくり」や『共助』によ

る支援体制づくりを目的とした取組です。

訂攀揺護議頭ってどたな人?

災害時要援護者とは、災害発生時に自力での避難

が困難なため、何 らかの支援を必要とする人々のこ

とです。具体的には、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、

外国人などが挙げられます。

扉擬薯輯警援護者名簿Jと ,ま ?

横浜市では、地域の災害時要援護者支援に役立てていただける

よう、行政が保有する「災害時要援護者名簿」を作成し、年に1回、

情報を更新して協定を結んでいる自治会町内会へ提供しています。

区役所で名簿を作成する際には、要件に該当する方に、「氏名や

住所等を載せた名簿を自治会 ,町内会に提供すること」について

説明したうえで、同意の確認をしています。提供する「災害時要

援護者名簿」には、同意をいただいた方の情報が掲載されています。

横浜市の策害時要援護者名簿l=言己載どlt3芳の事件

① 介護保険要介護・要支援認定者でア～ウのいずれかに該当する方

ア介護保険の要介護度 3以上の方

イ全員が 65歳以上の世帯で、いずれもが介護保険要支援以上

ウ要介護度 2以下で、認知症のある方

② 障害福祉サービス受給者 (身体障害、知的障害、難病患者)

③視覚、聴覚障害者及び肢体不自由者で、個別の等級が1～ 3級の方

④ 愛の手帳判定基準表 Alま たはA2

港北区では、自治会町内会の皆様に「災害時要援護者名簿」等を活用 した訪問等による兄寺

ラサうξ:尋をお願いしています。この取組により、要援護者が把握され、「顔の見える関係」がつく

られることで、発災時の円滑な安否確認や避難支援、避難所等での支え合いに繋がるものと考

えています。

裏罪滋若:竜√:い取争i穂 、典幾角 rをξ肉台 iず をi工人数やf砲矛

'強

1.Fが翼々季■ :E妙 み、轟軽ご―を言:R

敢縦方擦やFtBtt I争 ′/イ ,こⅢ判義竣宝 i夕 らオ等

'組

ん・イ1攀テ:だいて'い ます。

妻援護者 ①名簿掲載に同意する 区4費所

滋

∪

③見守り・声かけ等を

行い、関係をつくる

②災薯轄褻綴畿籍塩簿を

提供する
白治会・町内会

◎で得た情報を、発災時の

安否確認・避難支援に役立てる

Ql 災曹■寺馨援護者の見守り・声力`け,ま `誰がどのようと二4〒うのれ`?

区役所と自治会町内会 (連合または単会)と の協定に基づいて名簿を提供 し、自治

会町内会に訪問等の取組をお願いしています。Ч41姿液や弩1をす為.^,穐捧者と等星liつ

静で惣碁麹鐵Υプ
‐
)籍毯擢惑筆

=肇
ヨ藝麹鶏会詞]斎昂嘲会手零滸験講挙、淡鍮で學為すをごり'ぴ ゆます。

Q2 災害時琴1髪護者名驚の取り扱いLEついて教えてください

名簿を管理する者、取り扱う者には守秘義務があり、協定により、年に 1回、個人

情報保護に関する研修を受講していただき、区役所に「情報取扱者 (第 2号様式)」
の提出たお願いしています。

また、提鋏羞饗剪ず走義簿嫁遼甥ζ工省雲ζ,、 数等愛ら電新墓騨,柔鞘亀フゆ鍵輝篭曼額 4サ

残藤盤鋳駆絵漸権報却 4サ
守
ぞいえ君く必韻があ喜,玄 す。
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愛薯写涎く生1寺の支寸応 l=ついて

ユ也
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自主防災組繊、地域住民と連携した安否確認・選難支援

↑
）

日頃からの関係づくり (共助)の 取組を活かして、

要援護者の安否確認等を行います。

要援護者に配慮した拠点等の選難所運営

(要援護者の把握、専用スペースの確保等)

※発災時には支援者も被災する恐れがあ

ります。要援護者の安否確認・避難支

援等の地域の共助による取組は、でき

る範囲で行 うもので、責任を伴 うもの

ではありません。

福祉避難所 l=ついて

顧鶏 葱 睾怒姿置錢窪難李通こ塾鑢奪 警ま蛾ね o

福祉避難所は、地域防災拠点での避難生活が難しいと判断された方を受け入れ
るため

の二次的な避難所です。

専門職 (保健師)な どが、本人の状況等を確認し、支援の必要性が高い人を判断します。

専門職などの判断を基に、区役所が受け入れ先の福祉避難所を決定します。

詳細は
こちらから

横浜市港北区役所 高齢 。障害支援課
〒222‐0032 相ミう兵市

'巷

Jヒ区大豆戸
'町

26… 1

TELi 045-540-2317 FAX:045二 540-2396
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